
　安全で安心な食品の提供は、食品関連事業者の責務ですが、消費者も食中毒予防をはじめ、
食品に関する正しい知識を身につけ、消費者自らの判断で安全な食品を選択することができ
る目を養うことが求められることから、消費者を対象にした普及啓発活動を行います。
　また、幼児・児童生徒に対しても、食品に関する正しい知識を身につける機会を提供する必
要があります。

ア　一般消費者の食品に関する知識の普及啓発（消費・くらし安全課、衛生薬務課）
＜取り組みのポイント＞
■食の安全・安心について消費者学習講座を実施します。
■消費者を対象に食中毒予防に関するイベントを開催し、食中毒や衛生管理に関する正し
　い知識の普及啓発活動を行います。

【数値目標の考え方】
41消費者への啓発のための講座実施回数
　各種団体からの依頼に基づく講師派遣や、自主開催のイベント等により実施する講座の
　回数を目標値としています。
42食中毒予防イベント回数
　県内５保健所（北部・中部・南部・宮古・八重山）毎に、イベントを開催する回数を目標
　値としています。

イ　幼児・児童生徒の食品に関する理解促進（保健体育課）
＜取り組みのポイント＞
■児童生徒の発達段階に応じた衛生教育の推進に努めます。
■栄養教諭等による児童生徒の個別の事情に応じた対応や相談指導を推進します。
■学校給食だより等を発行し、家庭における食品衛生及び食品の安全安心確保について、情
　報提供、普及啓発を推進します。
■児童生徒の食品に関する正しい知識と自ら判断、選択できる能力を育成するため、学校に
　おける食育を推進します。

施策目標Ⅱ　食品に対する安心感の提供

理解促進
　県の重要な責務として、食品に起因する重大な健康被害の発生を未然に防止することがあ
りますが、健康被害が発生するような緊急事態に備えるためには、日頃からの危機管理体制の
構築と、迅速かつ的確な対応を行うことが求められます。
　このため、県では食品の危機管理に関して、連絡体制や各種対策要綱等を整備し、健康被害
を最小限にするための対策を講じています。
　今後は、食品流通の広域化に伴い、被害が広範囲に渡る事案の発生も予想されるため、平常
時からの部局間及び国や関係機関との緊密な連携を図り、緊急時に備える必要があります。
　また、緊急事態が発生した場合には、迅速で分かりやすい情報提供を行い、社会的な混乱や
風評被害を防止する必要があります。

ア　緊急時の関係各課の連携の推進（関係各課）
＜取り組みのポイント＞
■緊急事態が発生した場合は、まず、各事案毎の要綱等に基づき対処を行い、さらに、県とし
　て全庁的な危機管理対応が必要な場合には、副知事を本部長とした庁内関係部局長から
　なる「沖縄県食品の安全安心推進本部会議」を開催し、的確な対応と拡大防止に努めます。

緊急事態の発生

個別要項等に基づき対処

・沖縄県健康危機管理対策要項
・沖縄県食中毒処理要領
・沖縄県高病原性鳥インフルエンザ
　防疫対策本部設置要網
・ＢＳＥ対策本部設置要網
・口蹄疫対策本部設置要網　　　等

個別要項等に基づく対応

沖縄県食品の安全安心推進本部の招集・会議開催

・厚生労働省
・農林水産省
・消費者庁
・他の地方公共団体
・関係団体　　　等

国等との連携対応

関係法令に基づく
報告・支援・措置等

要
項
等
が
な
い
場
合

・関係部署の対応事項の調整、被害の拡大防止　→　迅速な対応
・県民への情報提供、マスコミへの対応　　　　→　一元化

36

第
4
章
　
施
策
の
展
開




